
外国人受入環境整備交付金交付要綱の改正新旧対照表 
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（通則） 

第１ 外国人受入環境整備交付金（以下「交付金」という。）の交付については、補助金

等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）及び補助金等

に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）の規定に

よるほか、この要綱の定めるところによる。 

２ この要綱に基づく交付金の交付に関しての細部については、別に定める外国人受入環

境整備交付金取扱要領（以下「取扱要領」という。）による。 

 

 

（交付額の算定方法） 

第６ 交付金の交付額は、交付対象の長からの申請内容（交付対象において予定する事業

の内容及び支出予定額。以下同じ。）を踏まえ、予算の範囲内で交付金事業のために真

に必要とする経費について決定する。 

（１）整備事業に係る交付限度額等 

  整備事業の交付対象ごとの交付金の交付限度額及び交付率については、別表１のと

おりとする。ただし、過去に整備事業に係る交付金の交付を受けたことのある交付対

象については、法務大臣が特別の事情があると認める場合に限り、交付する。この場

合において、交付限度額については、過去の交付額を含めて算出するものとする。 

（２）運営事業に係る交付限度額等 

運営事業の年度ごとの交付金の交付限度額及び交付率については、別表２のとおり

とする。 

 なお、予算の範囲内で交付金事業のために真に必要とする経費について決定するに

当たり、別途取扱要領に定める基準額を考慮するものとする。 

（３）その他 

 一つの交付対象が単独方式及び共同方式の両方で交付金事業を行う場合の交付限度

額は、当該交付対象の単独方式の交付限度額とする。 

２ 申請数が増加した場合又は一元的相談窓口体制の設置・拡充若しくは運営の状況等に

よって必要がある場合には、法務大臣は、予算の範囲内で、交付限度額を変更すること

ができる。 

３ 申請内容に対象外経費が含まれることが明らかになった場合は、経費の全部又は一部

について交付金の交付を認めない。 
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